
 

 配信コンテンツ（※配信を希望する財務局等によって配信回数、配信日時は異なります。) 

 ・一般競争入札情報、開札結果  

 ・公用・公共用の取得等要望の受付開始情報     

 ・一時貸付の募集 

 ・事業用定期借地による貸付募集 
 ・その他国有地に関する重要なお知らせ（国有地の取得に関する架空話に対する注意喚起等） 

   

 メールマガジン登録の受付開始：平成２６年６月１０日（火）１４時００分 

 

 配信元：各財務（支）局・沖縄総合事務局 

『国有財産物件情報メールマガジン』配信サービスを始めます！ 

財務省では、国民の皆様へ、全国の財務局等における国有財産の売払い予定、地方公共団体等から

の公用・公共用の取得等要望の受付など、国有財産の売却等に関する更新情報を電子メールにより

タイムリーかつスピーディーにお届けするため、 

メールマガジン配信サービスの登録受付を平成２６年６月１０日（火）から開始します。 



メール配信文面イメージ   

   

   

 

 

◆公用・公共用の取得等要望受付に関する情報 

◆一般競争入札情報 

◆一時貸付に関する情報 

◆事業用定期借地に関する情報 

◆その他国有財産に関する重要なお知らせ 

◆公用・公共用の取得等要望受付に関する情報 

 URLをクリックするとリンク先の財務局等ウェブサイトが表示され、  
 物件等の詳しい情報をご覧いただけます 

http://************* 

http://************* 

http://************* 

http://************* 

http://************* 

http://************* 

http://************* 

http://************* 

http://************* 



※ 表示形式は財務局等により異なる場合があります。 

配信メール文中のURLをクリックするとリンク先の財務局等ウェブサイトから 
対象物件等の詳しい情報をご確認いただけます。 

現在公示中の一般競争入札物件 

土地（検索） 

 

 

建物付土地（全件一括

表示） 

物件調書・図面・現況写真 

国有地の取得に関する架空話事例の紹介 

国有地の取得に関する架空の話にご注意 

所在地 交通機関 最寄駅・バス停 

最低売却 
価格 
（円） 

現地 
写真 

物件 
調書 
等 

用途 
地域 

面積 
（㎡） 

容積率 
（％） 

公示中物件一覧 
建ぺい
率 

（％） 

街区 地目 

※ お使いの機種によってリンク先ページが正しく表示されない場合があります。 



メールマガジンご登録の流れ 

財務省ＨＰ(トップページ)から 

会員情報の登録 
（登録完了メールが届きます） 

登録したアドレスに 
メールマガジンが届きます 

国有財産情報公開システムトップ画面 

どなたでも簡単にご登録いただけ
ます。 

  

リンクバナー          をクリック 

リンクバナー            をクリック 

財務局ＨＰ(トップページ)から 

●配信新規登録 

●登録内容の変更 

●配信停止 

クリック 

国有財産物件情報メールマガジンコーナー画面 

クリック 

登録フォーム画面 

国有財産物件情報メールマガジン（国有財産情報公開システム） 

「国有財産物件情報メールマガジン」配信サービス 

財務省メールマガジン配信サービス 

クリック 

必要事項を登録 



スマホや 
タブレットで
も見れるのね 

このような方におすすめです。 
 ❐ 国有地のご購入・借受をご検討している方 

 ❐ 不動産業界の企業をご経営・ご勤務の方 

 ❐ 地方公共団体の職員の方や社会福祉施設の整備をご検討している方 

 ❐ 国有地の売払促進等の取組みにご興味をお持ちの方 

 ❐ 金融機関にご勤務の方 

 etc… 

どこに居ても 
情報が入手でき
るから助かるよ 

 「国有財産物件情報メールマガジン」は、国有財産の一般競争入札情報や貸付募集などの 
 更新情報をお知らせするメールマガジンです。 

いち早い情報は 
ビジネスマンの 
頼もしい味方だね 

売出価格も載って
いるから、 
検討しやすいわね 

全国の財務局から 
ご登録いただいたみなさまへ
タイムリーに更新情報のお知
らせをお届けします 

北海道や沖縄の入札
予定も知らせてくれ
るんだ 

財務局 

◆国有地に関する売却予定や貸付募集等に関する更新情報を配信します。 
  （参考） 
  財務省では、更なる国有地の売却促進策として、平成24年11月より、原則、すべて 
  の国有地を対象として、入札公告の際、最低売却価格を公表する制度を導入してい 
  ます。 
 
◆近時、多発する国有地の取得に関する架空話に対する注意喚起情報を発信 
 します。 
 
◆地域に密着した財務局が発信する情報がご覧いただけます。 
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